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＜＜＜ 今週の目次 ＞＞＞ 

【１】注目のニュース 

【２】株式市場 

【３】先物・オプション市場 

【４】その他 

※本号では、証券取引等監視委員会からの寄稿を掲載しています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※ 以下については、証券取引等監視委員会のウェブサイト掲載にあたり、上記 

目次【４】その他 ◆証券取引等監視委員会からの寄稿 No.246 を抜粋しております。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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【４】その他 
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◆証券取引等監視委員会からの寄稿 No.246 

 

1. 株式会社ＭＴＧにおける四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について  

証券取引等監視委員会（以下「証券監視委」といいます。）は、株式会社ＭＴＧ（以下「当

社」といいます。）における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、

下記のとおり法令違反の事実が認められたことから、令和 4年 4月 15日に内閣総理大臣及

び金融庁長官に対して課徴金納付命令勧告を行いました。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220415-1.html 

 

【法令違反の内容】 

当社は、当社が行った不適正な会計処理により、過大な四半期純利益等を計上することによ

って、「重要な事項につき虚偽の記載」がある下記の開示書類を関東財務局長に提出しまし

た。 

・平成 30年 12月第 1四半期四半期報告書（平成 31年 2月 13日提出） 

 

【不適正な会計処理】 

当社は、取引先に対する商品販売に関して、中国における当該商品の最終的な販売先を当社

が確保することなどを前提に当該商品を販売し、売上を計上しましたが、その後、当社は、

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220415-1.html


最終的な販売先を見つけることができなかったことから、当該商品の大半を買い戻してい

ます。 

当該取引については、会計基準上の収益認識要件の一つである「財貨の移転の完了」を満た

しているものとは認められないことから、本来、取引先へ商品を販売した時点においては、

売上を計上できないものでありましたが、当社は、取引先へ商品を販売した時点で売上を計

上しました。 

これにより、当社は売上を過大に計上しました。 

 

証券監視委は、本事例のような有価証券報告書等における虚偽記載などの開示規制違反に

対して、引き続き厳正に対処してまいります。 

 

2. 株式会社ジー・スリーホールディングスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課

徴金納付命令勧告について 

証券監視委は、株式会社ジー・スリーホールディングス（以下「当社」といいます。）にお

ける金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、下記のとおり法令違

反の事実が認められたことから、令和 4年 4月 26日に内閣総理大臣及び金融庁長官に対し

て課徴金納付命令勧告を行いました。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220426-1.html 

 

【法令違反の内容】 

当社は、当社が行った不適正な会計処理により、過大な当期純利益等を計上することによっ

て、「重要な事項につき虚偽の記載」がある下記の開示書類を関東財務局長に提出しました。 

（継続開示書類） 

・平成 29年 5月第 3 四半期四半期報告書（平成 29年 7月 14日提出）等、合計 11本 

 

また、「関連当事者との取引」として連結財務諸表への注記を行わなかったことにより記載

すべき重要な事項の記載が欠けている下記の開示書類を関東財務局長に提出しました。 

・令和 2年 8月期有価証券報告書（令和 2年 11月 30日提出） 

（発行開示書類） 

・有価証券届出書（令和 2年 1月 28日提出） 

  

【不正の概要】 

当社が行った主な不適正な会計処理及び重要な事項の不記載の概要は、下記のとおりです。 

 

1．不適正な会計処理 

(1)未実現取引による売上の前倒し計上 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220426-1.html


当社は、太陽光発電所に係る合同会社の持分を 2社に対して譲渡し、持分を譲渡した時点で

売上を計上しましたが、譲渡先は、代金の支払能力がない先であるなど、持分の譲渡は実体

を伴わない形式的なものであり、当該持分が最終的な転売先に譲渡され、その代金全額の回

収が完了した時点で売上を計上すべきでした。 

これにより、当社は売上及び売上原価を前倒しで計上しました。 

 

(2)連結除外による売上の前倒し計上 

当社は、太陽光発電所に係る設備 ID等を当社の子会社である合同会社に売却する契約を締

結し、売却日の前日に当該合同会社の出資持分 100％を社団法人に譲渡したことをもって、

当該合同会社は第三者であるとして、設備 ID等の売却日に売上を計上しました。しかしな

がら、実質的には当社が合同会社の財務及び事業の方針等を決定し続けており、当該合同会

社は、当社の子会社に該当し売上を計上することはできず、後日、第三者に譲渡した時点で、

売上を計上すべきでした。 

これにより、当社は売上及び売上原価を前倒しで計上しました。 

 

2．重要な事項の不記載の概要 

当社の実質的な主要株主であり役員に準ずる者が議決権の過半数を所有している複数の会

社が「関連当事者」に該当し、当該会社との取引が当社における売上の過半を占めていまし

た。当社は、当該会社の関連当事者該当性について、蓋然性が高いにもかかわらず、必要な

調査を行わず、当該会社との取引を、令和 2年 8月期の有価証券報告書において、注記しま

せんでした。 

 

証券監視委は、本事例のような有価証券報告書等における虚偽記載などの開示規制違反に

対して、引き続き厳正に対処してまいります。 

 

3. スパンクリートコーポレーション株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告

について 

証券監視委は、取引調査の結果に基づいて、令和 4年 4月 26日、内閣総理大臣及び金融庁

長官に対して課徴金納付命令勧告を行いました。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220426-2.html 

 

【事案の概要及び特色等】 

対象者は、スパンクリートコーポレーション株式につき、自己名義の 5口座を用い、インタ

ーネット取引で、同株式の売買を誘引する目的をもって、同株式の売買が繁盛であると誤解

させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買を行ったものです。 

 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220426-2.html


主な取引手法は、他の投資家の売買を誘引する目的をもって、 

(1)寄り前に、高値で売り抜ける準備のため、高値の売り注文を発注 

(2)対当売買による株価引上げ 

(3)最小売買単位（本件では 100株）の株価引上げ 

(4)保有株を高値で売り抜け 

となります。 

 

証券監視委では、日本取引所自主規制法人とも緊密に連携しながら、常に市場を監視してお

り、証券市場の公正性・健全性を損なう不公正取引に対しては、厳正な調査を実施していき

ます。 

 

4. 公開買付者との契約締結交渉者の役員によるファミリーマート株式に係る内部者取引

に対する課徴金納付命令の勧告について 

証券監視委は、取引調査の結果に基づいて、令和 4年 6月 3日、内閣総理大臣及び金融庁長

官に対して課徴金納付命令勧告を行いました。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220603-1.html 

 

【事案の概要】 

本件は、当時東証一部に上場していた伊藤忠商事株式会社が株式会社ファミリーマート株

式に対する公開買付けを行うにあたり、当該公開買付けに関する契約締結交渉を行ってい

た A法人の役員が、その交渉に関し、当該公開買付け実施に関する事実を知り、その公表前

に、同株式を買い付けたものです。 

 

【事案の特徴】 

本件は、上場会社の役員や管理・企画部門の担当職員等、日常的に重要事実等に接する立場・

機会がある者ではなく、契約締結交渉者（上場会社ではない A法人の役員）が対象者となっ

ている事案です。 

 

【証券監視委からのメッセージ】 

契約締結（交渉）先は大小様々であり、中にはインサイダー取引規制についての理解が不十

分な締結（交渉）先もあると考えられます。 

公開買付者や発行会社の関係者のみならず、その契約締結（交渉）者等においても、情報管

理の重要性を認識して、法令等の遵守を徹底していただく必要があること、また、公開買付

者や発行会社においては、重要事実等に触れる契約締結（交渉）者等に対し、インサイダー

取引未然防止にかかる周知や徹底等に言及するなど万全の対応が必要であることを、今後

も伝えていきたいと思います。 

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220603-1.html


-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

■証券取引等監視委員会ウェブサイト 

https://www.fsa.go.jp/sesc/index.html 

 

■証券取引等監視委員会 Twitter 

https://twitter.com/SESC_JAPAN 

 

■市場へのメッセージ 

https://www.fsa.go.jp/sesc/message/index.html 
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